
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１４２号 

事故等種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２５年８月１５日（木） １６時１５分ごろ 

発生場所 高知県土佐清水市竜
たつ

串
くし

東方沖 

 土佐清水市所在の竜串港Ａ防波堤灯台から真方位１８８°５１０ｍ

付近 

 （概位 北緯３２°４７.１′ 東経１３２°５１.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ シーウイング、０.１トン 

 ２６０－４６６６８高知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 負傷 １人（被引浮体搭乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者Ａほか４人が乗ったバナナ

ボート（以下「本件浮体」という。）をえい
．．

航して土佐清水市桜浜海

水浴場を出発して遊走中、約５０km/h の速力（対地速力、以下同

じ。）で旋回を繰り返していたところ、平成２５年８月１５日１６時

１５分ごろ、本件浮体の搭乗者全員が落水し、搭乗者Ａが負傷した。 

 搭乗者Ａは、船長が手配した救急車で病院に搬送され、肋骨骨折の

診断を受けた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本件浮体は、全長約５.３ｍ、幅約１.４ｍであった。 

 船長及び本件浮体の搭乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、竜串東方沖において、本件浮体をえい
．．

航して遊走中、約５

０km/h の速力で旋回を繰り返していたことから、搭乗者５人が本件浮

体から落水し、搭乗者Ａが負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、竜串東方沖において、本件浮体をえい
．．

航して遊

走中、約５０km/h の速力で旋回を繰り返していたため、搭乗者Ａが本

件浮体から落水したことにより発生したものと考えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浮体をえい
．．

航して遊走する場合は、浮体の状況を監視しながら、

浮体搭乗者に対する安全措置を十分に採ること。 

 


